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〇群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）
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① 「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます！

【改正労働施策総合推進法】

令和２年６月１日に「改正労働施策総合推進法」が施行されま
した。
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和

４年４月１日から義務化されます（令和４年３月31日までは努
力義務）。

【職場におけるパワーハラスメント防止措置とは】

事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下
のとおりです。
（１）事業主の方針等の明確化および周知・啓発
（２）相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
（３）職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
（４）併せて講ずべき措置（プライバシー保護、不利益取扱いの

禁止）

② 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です！

【「ハラスメント対応特別相談窓口」の開設】

ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業
務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を
「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。
群馬労働局では、右記のとおり特別相談窓口を開設します。

【社内の体制整備に活用できる情報・資料】

●事業主・労働者向けパンフレットや社内研修用資料。
厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

職場におけるハラスメント防止のために 検索

●ポータルサイト「あかるい職場応援団」
職場におけるハラスメントに関する情報を発信しています。

明るい職場応援団 HP 検索
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③ 求人者マイページのご紹介！

「求人者マイページ」とは、ハローワーク（公共職業安定所）の求人サー

ビスをオンライン上で受けられる事業者様向けの専用ページのことです。

令和３年９月から新しい機能も追加され、利用しやすく、また便利になり

ましたので、是非ご利用ください。
求人者マイページQRコード
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④ 今日はお休みしています この冬はリラックス、リラックス ～年次有給休暇の計画的付与制度の導入を～

＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバー
はHPを見てね！

【事業主の皆様へ】

現在新型コロナウイルス感染症対策として実践している、新しい働き方・休み方
をこれからも続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年
次有給休暇の計画的付与制度（※１）や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き
方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度（※２）の導入が効果的です。

（※１）年次有給休暇の付与日数のうち、５日を除いた残りの日数については、
労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。この制
度を導入している企業は導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が高
くなる傾向にあります。令和３年就労条件総合調査によると、年次有給休暇の計画
的付与制度がある企業割合は46.2％と、約半数の企業が制度を導入しており、令和
元年と比較すると約２倍となっています。

（※２）年次有給休暇の付与は原則１日単位ですが、労使協定を締結すれば年５日
の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

<働き方・休み方改善ポータルサイト>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/

<年次有給休暇取得促進特設サイト>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/


